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６月８日（１日目）３コマ 

「建設分野における外国人受入れの円滑化及び適正化」 

 

【説明者】  不動産建設経済局国際市場課でございます。建設分野における外国人受入

れの円滑化及び適正化について御説明いたします。 

 説明資料の１ページ目をおめくりください。本事業は、今後高齢者の大量離職などによ

りまして、担い手の減少が見込まれている建設業におきまして、在留資格の特定活動建設

就労、それから特定技能、この２つによって受け入れる外国人材について、適正な就労環

境の確保を行い、中長期的な担い手の確保を図ろうとするものでございます。 

 事業の内容としましては、まず、個々の受入れ企業などの巡回指導、外国人材の母国語

相談などで、これがアクティビティー１でございます。個別の助言指導により就労環境の

向上を図り、短期アウトカムとして外国人の賃金増加、長期アウトカムとして失踪率の低

下を設定してございます。 

 アクティビティーの２が、特定技能外国人の就労管理システムの維持、運営、改修です。

特定技能１号に係る受入れ計画の認定制度におきまして、円滑な認定による認定数の増加

を図り、短期アウトカムとして特定技能１号の増加、長期アウトカムとして特定技能２号

の増加を設定しております。これらにつきまして、幾つか補足で説明をさせていただきま

す。 

 ２ページを御覧ください。アクティビティー１の個別の巡回指導などについて、もう少

し御説明させていただきます。平成２７年に特定活動建設就労が開始されました際、一般

に中小企業が多数を占める受入れ企業に対しまして、きめ細かい助言によりまして、労働

関係法令等の遵守を促そうとしたものでございますが、受入れ企業が増加してくるにつれ

まして、国費で対応することの持続性などが課題となっております。 

 そこで、特定技能制度の開始に当たりましては、それまで国費で行ってきた個別の巡回

指導につきましては、受益者負担の観点を取り入れて、業界による負担で行う方式に変更

しまして、国は、国際労働市場に係る調査ですとか業界全体の意識啓発などの取組に注力

する仕組みに変更することといたしました。 

 この際、当初、企画競争によって選定してまいりました一般財団法人国際建設技能振興

機構、通称ＦＩＴＳと呼んでおりますが、それをノウハウ等を活用するために適正就労管

理機関として制定したものでございます。 
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 続いて、アウトカム指標の設定の考え方についてでございます。６ページを御覧くださ

い。まずは、アクティビティー１の巡回指導などにつきましては、失踪に至る外国人の主

な不満が報酬の支払い、給与の取得など労働関係法規に関するものであることから、これ

らを中心に改善を図ることによって失踪率を低下させることを目指してまいりました。巡

回指導におきましても、労働関係法規の遵守状況を中心に確認しておりまして、その改善

率は直近の数値で７５.２％と一定の成果が見られているものと思っております。 

 一方、担い手の確保という最終的な観点からは失踪させないことにとどまらず、より定

着度を高めるという観点も必要であると考えられますので、これからは外国人の満足度、

例えば技能向上による資格の取得ですとか、日本での就労継続意欲などについて、指標化

できるよう検討してまいりたいと考えます。 

 アクティビティー２の就労監理システムの維持、運営などにつきまして、恐縮ですが、

５ページの下の段に戻っていただきますようお願いいたします。現時点では、若年層が不

足してきているということに対応して、特定技能１号の確保を目指しており、長期的には

その一部が特定技能２号に移行できるような取組を業界全体で行うことによって、最終的

には特定技能２号の確保も図ろうとしているものでございます。 

 最後に８ページを御覧ください。巡回指導同様、受入れ計画の認定制度におきましても、

申請数の増加が課題となっておりまして、システムの改修などによって対応してきたとこ

ろです。 

 ９ページにありますとおり、令和４年度の改修により、審査効率を２５％向上させる効

果があるものと見込んでおりますが、これでもまだ不足するという場合、計画の変更に係

る手続の簡素化ですとか可能な対応を検討していく必要があるものと考えております。 

 御説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

【会計課長】  本事業に関して、考えられる論点を３つ提示させていただきます。 

 １点目は、特定活動、建設就労における就労管理手法の特定技能への有効性と、今後求

められる対応について。２点目として、長期的なアウトカム指標、特定技能２号の人数、

あるいは失踪率の設定は適切か。３点目は、計画申請数の増加に伴う審査期間の長期化に

対するシステム対応の適切性と今後の改善策についてであります。 

 以上、３点を基本に御議論いただければと思います。 

 ここからは、取りまとめ役の杉本先生を中心に議論をお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 
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【杉本委員】  取りまとめ役の杉本でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、ここから約４０分間、議論をしていただきたいと思います。御質問、御意見

のある先生は挙手を、オンライン参加の先生は挙手ボタンを押してください。何か御意見

ございませんでしょうか、御質問ございませんでしょうか。亀井先生、よろしくお願いし

ます。 

【亀井委員】  御指名ありがとうございます。また、御説明ありがとうございました。

これまでいろいろと準備いただいてありがとうございます。 

 １つ、この議論を進めるに当たって、改めて、７ページにある行方不明者の発生理由と

いう調査について御説明をいただきたいんですけれども、先ほど主な問題が賃金であると

いうようなお話をいただいたんですが、７ページの左上ですよね。このグラフを見ると、

必ずしも賃金だけなのかなという感じにも見えるんですけれども、ここら辺はどういうふ

うに理解したらよろしいでしょうか。 

【説明者】  ありがとうございます。この調査は、私どもが委託調査として行った外国

人の受入れ企業に対して、どうして行方不明者が発生したかということを聞いたものにな

りますが、一番多いのは、ブローカーや仲間からの仲介ということですが、ここに関して

は、私どもが直接改善を図るということは難しい、ブローカーの存在ですとか、そういっ

たことについては難しいかと思っております。 

 ただ、次に低賃金ですとか重労働ですとか暴力、ハラスメントなどが続く、そういった

ことがブローカーや仲間からの誘いに応える遠因になっているであろうということは、こ

れは私どもの分析でございまして、私どもが直接改善を図っていけるものとして、一番根

源的なものとして、賃金、それから就労環境、それら労働関係法令を遵守した現場の労働

環境の確保、そういったことではないかと考えたものでございます。 

【亀井委員】  ありがとうございます。これ一つ、確認はあれですよね、回答者は、こ

れ当事者ではなく、外国人ではなくて企業であるという理解でよろしいですよね。 

【説明者】  そこはそのとおりでございます。 

【亀井委員】  ありがとうございます。ここら辺はまた、ぜひ重ねて実態把握を進めて

いただければと思うんですが、一つ、これアウトカムは、大きく分けて１つの線、２つの

線があって、これは、１つは賃金の改善で、もう一つは、１号になって２号になってとい

うところの線が組まれていて、それぞれ対するアクティビティーとしては巡回していくこ

とと、もう一つは、円滑な審査をしていくことという形になっているんですが、１つ目の
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巡回をしていくことで給与がというところについて、給与も恐らく給与水準だけではなく

て給与の支払われるタイミングであるとか、それから今もまさにお話があったように、安

全な職場であるとか、あるいはハラスメントがないみたいな多分様々な要素があると思う

んです。と考えると、１つのところにアウトカムを寄せてしまうのではなくて、ここを多

角的に見ていくというところは、既にもう書かれていらっしゃるとおりですけれども、ア

ウトカムを単線で見ないというところは心がけていただいたらいいんじゃないかなと思い

ます。 

 それから、もう一つ、円滑な審査のほうの特定技能１の増加、２の増加というところに

ついても、これ、結局のところ、円滑な審査ができているのかどうかというところが実は

結構大事で、あと、それがさらに特定技能１、あるいは２に結びつくかについては、多分、

それなりに結構なボトルネックがあるような気がするんです。それがあるんだけれども、

何かいかにもこれを、私が進めていくと１と２が増えるのであるというのは、この事業の

説明としては非常にしんどいのかなという感じもしますし、何より俊敏な改善に資さない

アウトカムになるような気がしますので、ここも改めていただいたらいいんじゃないかな

と思いましたが、いかがでしょうかね。 

【説明者】  円滑な認定によって特定技能１号を増やすというところについては、まさ

に特定技能１号のための認定ですので、一応つながりはあるかと思っておりますが、一方

で、それを特定技能２号まで育てていくということに関しては、そこから５年間受入れ企

業、それから業界全体として、いろいろな取組が必要でございます。 

 そこにつきましては、この事業の外になりますが、現在、業界団体全体として取り組ん

でおります様々な教育訓練ですとか、技能向上に関する取組、定着に関する取組というこ

とを合わせて目指していくものと考えております。 

 それが、ここでアウトカムとして設定する上でふさわしいのかどうかということについ

ては再検討させていただきます。 

【亀井委員】  ぜひよろしくお願いします。多分、１については、非常にそこは難しい

ところで、円滑な審査がきちんとできているのかどうかというところをまず、しっかり見

るというところが結構大事になってくると思いますので、ぜひそこも含めてよろしくお願

いします。ありがとうございました。 

【杉本委員】  よろしいでしょうか。それでは、西川先生、御発言をお願いします。 

【西川委員】  西川でございます。御説明ありがとうございました。 
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 私からお伺いしたい点は、大きく２点なんですが、細かくいうと３点になっています。 

 まず、１つ目が、先ほど亀井先生からあった御質問に近いほうから質問させていただき

たいんですが、パワーポイントの資料の２ページ目で、建設業の失踪者数が多いというデ

ータがあるわけですけれども、実際、我々が見たいと思っているのは、失踪の原因がある

程度特定化されるような指標、データ（音声途切れ）はこれをやるんだという説明が必要

なのに、建設業は失踪者が多いですという資料がここに載っている理由が僕には本当は分

からないです。 

 先ほどの御説明だと、いや、これはこうなんだけれども、肌感覚ではこういうことが重

要であるとか、多々いろいろ様々な理由があるという説明をなさっていたんですが、多々

様々な理由や、肌感覚ではエビデンスに全然基づかないポリシーメイキングをしていると

いうことを、るる御説明いただいたような格好になってしまうので、もう少し適切なデー

タがあるならば、それを見せていただき、こういうデータがあるから、私たちはこういう

ことに取り組んで失踪率を減らすんだとなっていかないと、第三者に対する説明力が足り

ないんじゃないかというのが、私からのまず１つ目のコメントというか質問になっていま

す。そういうデータがあるのがベストじゃないかということです。 

 次に、もう一つのほうなんですけれども、まず、簡単なほうから申し上げますと、レビ

ューシートの５ページ目ぐらいにお金の使い方が書いてあるんですけれども、Ａというほ

う、ですからＦＩＴＳに出しているほうの内訳なんですが、会議費、通信運搬費、旅費交

通費で２,３００万円使っているんですけど、ちょっと僕的にはべらぼうで、どうしたら２,

３００万円もこれらの費目でいくのか僕には分からなくて、もう少し丁寧な御説明を賜り

たいと思います。これが１つ目です。 

 それから、もう一つが、これは事前の勉強会のときにも申し上げ、そして、御回答もい

ただいたんですが、いただいた御回答では、僕には本当に分からなくて、今回の事業発注

に当たって、明らかに適性が強いというか、ある会社が今回、ＦＩＴＳという会社があっ

て、恐らくこれに求められている巡回指導の経験とか、実際、窓口が機能していることを

考えたら、この事業は、ほぼ１社しか入札に適切な会社が、事業者がいないとほぼ分かっ

ているにもかかわらず、この前、なぜ、私はこれなのに企画競争にしたんですかと申し上

げたら、細かいところは覚えていないんですけれども、そのときにいただいた御回答は、

企画競争をすることになっているのでしましたみたいな御回答があったように記憶してい

るんですが、今回、文書での回答にはそのことは載っていなかったんですが、ただ、僕は
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なぜそれを企画競争ではなくて、競争のない随意契約の形であったとすべきだったのかと

いうと、その場合には当然、その説明が求められるわけで、説明が求められたときに当該

の会社しかありませんということをきちんと明示して作業していっていただかなければ、

僕のように第三者が公共調達のうち、どれぐらいが競争的なものなんだろうか、どれぐら

いのものがある意味、競争的じゃないもので行われているのかというのを分析しようとす

るときに、明らかに事実上の競争的じゃない入札まで競争的でしたと定義されちゃうのは、

ちょっと不親切というか、何だかなと思ってしまうという点です。なので、こういう点に

ついて、正式な御回答が、今回いただいた文章の中では分からなかったので、もし私に誤

解があれば正していただきたいというのが質問です。 

 以上です。 

【説明者】  まず、恐縮ですが、順番は２つ目の旅費等ですが、会議費等の２,３００万

円につきましてですが、これは基本的には受入れ企業の巡回指導のための旅費を積み上げ

たものでございます。全国に散らばっている受入れ企業を年間に巡回指導員４８名で回る、

そのための個々の旅費を積み上げたもの、それに加えて幾つかの会議費等ということにな

りますというのが事実でございます。 

 それから、ＦＩＴＳを企画競争してきた理由ということでございますが、これ、制度の

成り立ちにも立ち返ることになるんですが、平成２７年に初めて巡回指導を始めたとき、

これまで建設分野において、このような巡回指導なり母国語相談をやった主体というのは

おりませんでした。そういうことで、その当時は新しく、要は技能実習の中で成績が悪か

った、失踪が多いですとか法令違反が多いという指摘を受けてきた建設分野として、それ

を何とか改善するべく巡回してはどうかということを、まず検討したわけですけれども、

そのために必要な実施体制ですとか、どういったような方針で巡回するかですとか、どん

な行程、提案内容はどうするのか、そういったようなことについて具体的な検討が必要で

ございました。 

 そういった点について、企画競争によって企画を募集するということを行ったというの

が事の始まりでございます。実際問題としまして、問合せはＦＩＴＳ以外にも複数の主体

からございまして、ただし、いずれも実施体制の構築が困難ということで応札はなく、結

果的に企画競争をＦＩＴＳが落札するということになってきておりました。 

 ただ、そういうことが続いたことによって、ＦＩＴＳに建設分野における巡回のノウハ

ウがある程度蓄積されてきているということを踏まえまして、特定技能制度においてはそ
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ういったことはなく、ＦＩＴＳを適正就労管理機関として、正式に一対一の契約関係をつ

くる対象ということにしたというものでございます。ですので、当初はＦＩＴＳしかでき

ないということは、正直、私どもは確信がなかったということでございます。 

 それから、最初の御質問なんですけれども、なぜ建設分野の失踪者が多いから減らすの

かということにつきましては、まさに技能実習しかなかったときに、建設分野においては、

法令違反、失踪者の数が、他分野に比して圧倒的に多かったということがありまして、こ

れを改善しなければ定着してもらえないだろうと。この建設就労があったとしても、継続

的に就労してはいただけないであろうということを問題、課題としまして、それへの対応

として行ってきたものでございます。 

【杉本委員】  西川先生。 

【西川委員】  よろしいでしょうか。今、びっくりな御回答が、１つ目は勉強になりま

した。ありがとうございます。そのとおりだと思います。 

 ２つ目の点は、事の経緯はよく分かりましたが、企画競争をやっている理由の説明には

ほとんどなっていないと思いますので、もう一度御説明をお願いします。 

 あと、２つ目に関してですが、おっしゃる意味も、そうなんだろうと思って御説明をお

伺いしていたんですが、だとしたならば、なぜそういうような、私たちが国土交通省とし

て知りたくなるような項目が分かる質問やアンケートを取らずにいるのかについて分から

ないということです。せっかくですから、建設業が多いというのは、もうこの資料、これ

はしかも過年度に行われた調査ということで分かったと。だけど、今、国土交通省として

知りたいのは何でという理由だとするならば、それが分かるような調査を実施し、それに

基づいて政策をつくるというのが筋合いだと思うんだというのが僕の質問なんですが、そ

れについての御回答をいただきたいと思います。 

【説明者】  まず、なぜ企画競争を続けてきたのかというところにつきましては、４年

間で応札が１者であったということを踏まえて、最終的に特定技能制度ができたときに、

そのような適正就労管理機関として指定してもよかろうという判断をするに至ったという

ことでございまして、確かに令和４年度まで続けてきたというところに関しましては、別

の対応もあったのではないかという御指摘は理解いたしました。 

 一方で、これ、巡回指導と母国語相談だけではございませんで、実態把握調査ですとか、

必要な業界に向けた協議会の開催ですとか、そういった業務も含んでいるものでございま

す。そうした実態調査につきましては、今、御指摘もいただきましたような外国人の実際
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の就労状況をより細かに把握するですとか、そういった企画提案をいただく必要のあるも

のも、内容も含んでいたということで企画競争を続けてきたというところはございます。 

 ただ、ここの巡回指導、母国語相談に関する企画競争は、令和５年度は行っておりませ

んので、そこに関しては、今後は行うつもりはございません。 

【杉本委員】  よろしいでしょうか。 

【西川委員】  ２つ目は？ もっと適切なアンケートをなぜ取っていないんですかとい

う話。 

【説明者】  そこに関しましては、ありがとうございます。これまで巡回指導を全国で

行うですとか業界全体として、そういった就労環境改善に取り組むという、これが私ども

にとっての最大のミッションでございましたので、ここ５年ほど、そういったことに注力

してまいったというところはございます。 

 一方で、巡回指導につきましては、今後、業界主体の対応としていただくことになって

おりますし、国としての役割として、おっしゃったような外国人技能者の招致ですとか定

着に向けた国際労働市場ですとか国内の就労環境に関する調査の充実など、そういったと

ころは必要かと思っておりますので、本事業においても、そういった調査項目の充実、調

査のほうの充実といったことを取り組んでまいりたいと思っております。 

【西川委員】  すみません。重ねてしまって、最後です。教えていただきたいのは、頂

戴しているレビューシートでは、今回の契約、企画競争と書いてあるのは、じゃあ違うと

いうことですか。レビューシートの、さっき言ったところだから５枚目かな。 

【説明者】  失礼しました。令和４年度までは、巡回指導を含めて約１億円の企画競争

を行ってまいりましたけれども、令和５年度に関しまして、巡回指導を除き、調査事業等

の企画競争を行っていくように改善していきたいと考えております。これは令和４年度の

予算の資金の流れということになります。 

【杉本委員】  西川先生、よろしいでしょうか。 

【西川委員】  ありがとうございました。 

【杉本委員】  その他、御意見、御質問等、どうぞお願いします。 

【加藤委員】  すいません。ちょっと私の頭の整理も含めての質問になると思うんです

けど、事前の勉強会から御質問ありがとうございます。お答えいただきまして、ありがと

うございました。 

 長期と短期という指標を２つ挙げておられて、これは多分対応するものとして、建設市
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場のロードマーケットの参入と定着というのがあって、短期のほうに参入の問題として、

指標を挙げておられるから、賃金改善で、インセンティブでそれで入ってもらおうという

ことで参入の指標が１つあると。長期のほうに失踪率ですか、定着の指標として失踪率が

ある。ということだから両方とも対応という、この事業は両方とも対応していると、こう

いうふうに考えてよろしいですね。 

【説明者】  はい。 

【加藤委員】  そうすると、今の話でいくと、参入のときは賃金だとすると、定着のと

きのほうは労働条件とか労働環境だとかということを多分指標にしなきゃいけないという

ことになるのかと思うんです。キャリアパスだとか、そういうことが不満で辞めるのかと

か、多分そういうことなんです。そうすると、指標として、今ずっと出ていたと思うんで

すけど、定着率みたいなものがあるとして、そのときに、ちょっと質問なんですが、最初

の５ページのところに、高齢者が多くて若年数が少ない産業構造というのは、これ全体の、

建設マーケット全部ですよね。そうした場合に、それと比較できるような、すなわち、外

国人が同じ構造なのか、日本人と同じ構造なのかというのを比較できるような指標という

のをつくったほうがいいと思うんです。 

 すなわち、みんな若年が入らないからこうなっているのか、若い人が、定着が悪いから

入らないのかというのは日本と共通の話なのかという、私は、その辺は分からないですけ

ど、多分若い人が、参入自体が少ない。それとも辞めていく。日本の建設マーケットとい

うのが、多分、入らないんですね。そうすると、定着のことを考えているというのであれ

ば、外国人だけを定着するのか、あるいは日本のほうも定着がどうなのかというのを見た

いんです。それで、有意かどうかどうか見たほうが、効果が分かると思うんです。政策の

効果が。 

 だから、そういうことをするために、多分、巡回活動されていて、そのときにネガティ

ブなことも多分聞いておられると思うんですけど、今度の次年度以降、続けるときに、ど

ういうことが定着のインセンティブになるのかという、そういうことというのはヒアリン

グで聞いておられるのか。だから、私の質問は指標をつくるとしたら、論点の２に書いて

あるのは、これはアウトカム指標として適切かということですから、そうすると、つくれ

る可能性があるとしたら定着率であると。その定着率を日本と比較して、できるような指

標をつくれる可能性があるのかという、これは１つ目。 

 それから、２つ目、事業の中身として、そういう要素を拾えるのかという、巡回指導で、
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そういうことを今までやってきておられないということですから、お話では、主にカウン

セリングみたいなのが多分中心だったんだろうから、そこから拾ったらどうかという、そ

ういう２つでございます。 

 以上でございます。 

【説明者】  ありがとうございます。５ページにあります、高齢者が多く若年層が少な

い産業構造というのは、現在の日本の建設産業でございます。おおむね全体で３２０万人

程度の技能者がいる、その内訳ということになりますが、外国人材は今、そういう意味で

は１０万人程度ということですので、規模感としては外国人材の占める割合というのは多

くありません。 

 それと、実際、今、手元にデータがなくて恐縮ですが、日本に働きに来る外国人という

のは、今、技能者を議論していますので、基本的には若い世代になります。ですので、特

定技能１号を認定しているというのは、下の緑の丸という状況に対して、ここに入ってい

ただいていると御理解いただければいいのかなと思います。 

 そういう意味では、定着を図るというのは、入ってきた後、年を取っていくにつれて、

だんだん上の年齢層に上がっていくことを外国人の方にもしていただきたいということを

意図しております。これまでは制度上、外国人の方は３年ないし５年しか日本にいられな

かった。それが今の特定技能２号まで行けば、望めば、最終的には上限まで行くことがで

きるという、更新が無制限になるという制度ができましたので、なるべく赤いものの中の

上のほうに定着して残っていただきたいということを目指しているというものでございま

す。 

【加藤委員】  だから分布が違うんですね。形が全然違うんですね。 

【説明者】  そうですね。 

【加藤委員】  違うものを比べようと。 

【説明者】  比べるといいますか、日本の産業構造がこのままでは、建設業の現場が動

かなくなってしまうので、そこに若いときから、できれば高齢者が減ってしまったときに、

そこに対しても支援になるような人材として残っていただきたいという、そういったこと

を目指しているものでございます。 

 新しい指標の検討につきましては、今、御指摘いただいたところでもあるんですけれど

も、実際、巡回訪問の際に、外国人本人とも直接通訳を交えて面談を行っておりまして、

実際はそこでいろいろ実態は聞くことができるようになっております。そういったところ



 -11-

で、賃金の支払いですとか住居の状況を今、中心に確認はしておりますけれども、定着に

向けた意向ですとか、それに向けた取組状況ですとか、そういったことを今後確認してい

くことができるのではないかなと考えておりまして、そこにつきましては、関係者ともっ

といろいろ検討していきたいと考えております。 

【加藤委員】  すいません。分布が違うと思ったものですから、全然違う人の話を、こ

れがあるものですから、それがちょっと気になってお話ししました。意図はそういうこと

です。 

【杉本委員】  アトキンソンさん、お願いします。 

【アトキンソン委員】  まず、幾つかの事実を確認させてください。 

 ６ページのデータで見てみますと、実施事業者数１,８１８社の中で、訪問の数を見てみ

ますと、建設就労のところは、３４５社の中で３４１社ということで９８.６％を訪問して

いまして、この中で改善の指導の割合が７６社だから２２.３％ですけど、特定技能のとこ

ろは１,４７３社なのに、実際に訪問しているのは９０１社で、６１.２％だけれども、９

０１社の中で改善の指導の対象になっているのが５５８社なので、６１.９％が指導の対

象になっているということになっているんですけども、あまり違反をしている比率が低い

ところが９８.６％なのに、違反率が多いところで６１.２％しか訪問していないというの

は、なぜそうなっているのかを御説明してください。 

【説明者】  ありがとうございます。訪問先の選定に当たりましては、事前に書面ベー

スでスクリーニングを行っております。巡回訪問をする手前で、受入れ状況確認と呼んで

おりますけれども、３ページの３ポツのグラフにある受入れ状況確認ということを実施し

ております。 

 要は、全部を回ることがだんだん、数という意味で大変でありますし、実際、問題のな

い企業さんを何度も訪問する必要はないということがまさにありますので、最低限受入れ

開始、受け入れるときの給料の支払いですとか受入れ状況について、まず、スクリーニン

グをして、訪問先を決めているということがございます。 

【アトキンソン委員】  ちょっといいですか。そうだとすれば、改善の指導対象で、ス

クリーンをしているのであれば、建設就労のところの９８.６％、２２.３％の改善指導し

かないというのは、これは必要ないということになるんですけど、今の御説明に矛盾が生

じますけど、いかがでしょうか。 

【説明者】  実際に、書面で確認ができるスクリーニングと、行ってみてかなり細かい
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ことも含めて賃金の支払いの方法ですとか休暇の取らせ方ですとか、そういったことにつ

いて実態と乖離があるというような場合がございます。ですので、書面でのスクリーニン

グの結果、それを超える改善指導の内容がある場合が、ここの改善指導対象ということに

なっているところではございます。 

 それから一方で、特定技能のほうが、数が、割合が、訪問割合が少ないということに関

しましては、特定技能制度のほうが後からできたものであることですとか、近年、受入れ

者数が増えているということで、まず、一番最初の、近年、受入先が増えているというこ

ともありまして、巡回指導の対象としていく時期がすぐにはできないので、一定の期間を

置いてから回らなければ、例えば実際の就労も始まっていなかったりですとか、そういう

こともありますので、一定期間は置く必要があるということなど、いろいろな事情はあろ

うかと思います。 

 ただ、今後の巡回訪問先の選定の方針については、よくレビューしていく必要があると

考えています。 

【アトキンソン委員】  ということは、これが毎年ということじゃなくて、これ何年、

１回さえ行っていれば、例えば３４５社の中で３４１社を訪問したということは、この制

度が始まってから１回だけ訪問していれば、こういうふうになると、そういう、これ１年

区切り、これ何年にわたった訪問数になるんですか。 

【説明者】  建設就労に関しましては、この年は最後の年になりましたので、これまで

行っていないところですとかについては回る必要があったということもあろうかと思いま

す。個別の実態、どういうふうにスクリーニングしたのかというところについては、今、

すぐには申し訳ないです。 

【アトキンソン委員】  そうじゃなくて、この１,２４２社の訪問数というのは、これ何

年分を集計したものなんですか。それとも、去年１年分……。 

【説明者】  これは去年１年分です。 

【アトキンソン委員】  去年１年分。 

【説明者】  はい。 

【アトキンソン委員】  分かりました。じゃあ続けて、同じ質問なるかもしれないです

が、改善率は７５.２％、ただ、建設就労９０.８％に対して、特定技能が７３.１％という

ことになっているんですけど、まず、この差を説明していただけますか。 

【説明者】  すみません。建設就労が６９……。 
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【アトキンソン委員】  だから、要するに、７６社に対して６９社の報告があったと。

特定技能の場合ですと、その改善指導対象が５５８社で、報告があったのは４０８社とい

うことで、７３.１％ということで、特定が、その改善の報告書提出済みの比率が低い理由

は何ですか。 

【会計課長】  質疑時間、あと１０分ほどになりましたので、まだコメントされていな

い方はお願いします。 

【説明者】  推測になってしまいますが、大きな違いは、特定技能は制度として新しい

ということがございます。建設就労を受け入れていなくても、特定技能の受入れを始めて

いる企業というのがございます。そういった意味で、建設就労の受入れ企業のほうが巡回

指導の対応をこれまでしてきている割合というのが高いというところはございます。 

【アトキンソン委員】  分かりました。最後の質問にさせてください。これで、主に違

反ですよね。改善指導というのはなっているんですけど、多分こういうものに関しては、

これ労働関係法令に関する事項なので、こういうのは、違反した会社は、例えば２回違反

した場合だとか、罰則だとか、受入れはさせないとか、もしくは警察との連携だと、こう

いうのは改善指導というのは、駄目ですよと言われているような感じはしないでもないん

ですけど、改善率７５.２％、これ、違法、違反行為なので、改善率は１００％になってし

かるべきものだと思いますけど、この考え方を教えていただけますか。 

【説明者】  実際は、もちろんそのとおりでございます。これを始めた、また経緯に立

ち返ることになりますが、建設分野においては、まず、ＦＩＴＳですとか私どもは労働関

係法令についての罰則を与える権限は持っておりません。一方で、労基署ですとか、そち

ら、厚労省さんの回っていらっしゃったときに指摘を受けているということを実態上、把

握しておりますので、それを、その実態を改善する、つまり、私どもとしては、権限はな

いんですけれども、助言をして、業界全体の受入れの遵法意識、これを高めていく、これ

がやはり必要であろうという、違反率が高いということを踏まえて、そこを改善していこ

うという取組でして、もちろん目指すべきは改善率１００％であろうと思っております。 

【アトキンソン委員】  ありがとうございます。 

【杉本委員】  よろしいですか。それでは、石井先生。 

【石井委員】  御説明ありがとうございました。理解のために、すいません、時間も押

しているところですけども、説明資料の９ページなんですけど、これは外国人の方を、特

定技能を受け入れたいという企業が計画を出し、審査を受け、認定されて、特定技能の方
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を受け入れることができる企業になれる、そういう理解でよろしいでしょうか。 

【説明者】  はい。 

【石井委員】  そうなったときに、一方で、先ほど企業側の理解ができていないから違

反が起こるということがあったと思うんですけども、審査はより効果的、効率的に、審査

の負荷を軽くしていこうというのはシステムとかで対応するとされていると思うんですけ

ども、これだけ違反が、違反ですね、今の。審査側の何か甘さとか、もっと上流のところ

でちゃんと見なきゃいけないんじゃないかなという気がするんですけども、その辺りいか

がでしょうか。 

【説明者】  ありがとうございます。まさにそのとおりだと思います。 

 実際、本来巡回しなくとも守るべきものを理解し守るというマインドセットになってい

ただくということがもちろん必要で、そのための取組だと思っておりますが、特定技能制

度において、業界負担のほうで助言を受けるシステムに変えた際、それと併せて、業界全

体として行動規範をつくり、それを守るということについての意識を高めていくという取

組、これはこの事業とは別でございますけれども、やっておりまして、おっしゃるとおり、

こういった巡回指導の前提としては、その業界自らが遵法意識を高めるための取組をする

ということが必要だと考えておりまして、そこは並行して現在進めているところでござい

ます。 

【石井委員】  ありがとうございます。ちょっと繰り返しちゃうんですけども、審査自

体を見直すことによって、そういう違反を起きにくくするような、重たくしましょうとい

う話をしているわけじゃないんですけども、新しい制度が始まったばかりでといったとこ

ろで、先ほど違反、違反率がちょっと高いみたいな御説明もあったんですけども、つまり

計画を出してそのとおりやっていないという話だと思っていて、そもそもそこがちょっと

緩くなっちゃっていて、かえって、大きなロストなっているというか、そんな気がしてし

まうんですけども、そこが緩いんじゃないかとか、そういうふうに、そこの懸念はないと

いうことで。 

【説明者】  ありがとうございます。認定というのは、まさに今おっしゃったとおり、

受け入れる前の段階で予定している雇用契約の内容ですとか必要な許可、関連する許可を

取っているかですとか、そういうことを事前に確保するための方法だと思っております。 

 ただ、実際の運用に当たって、それがそのとおり守られているのかどうかというところ

で起きているのが、違法行為だと思っております。ですので、現在やっておりますのは、
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入り口で最低限の要件をきちんと満たして参入していただき、その後に関しても、それが

きちんと守られているかどうかを確認するということをやってきているということで、全

体の遵法意識ですとか法令違反を減らすといったことを、総合的に取り組んでいっている

ということでございまして、認定に関するいろいろ、法律ですとかについては、継続して

検討している状況です。 

【石井委員】  ちなみに、ごめんなさい、もう最後にします。６ページのところで、確

認項目、先ほども御質問あったところですけど、基本的なことじゃないかと思うんです。

月給で支払われているかとか。そもそもその企業が、新しく外国の方を特定技能で受け入

れたいから申請してくるんですけども、そもそもそういう企業は、それ以前においては正

しく労働関連法規というか、そういったことを正しくやっているだとか、そういったとこ

ろが審査事項みたいに入っていらっしゃるんでしょうか。 

【説明者】  建設企業として、建設業法の違反に当たることが……。 

【石井委員】  ないということは確かめていると。 

【説明者】  ないということは確認しております。一方で、今おっしゃったような月給

制というようなものというのは、日本人の間で必ずしも標準になっておりませんので、建

設分野においてはですね。そういった外国人を受け入れるに当たって、安定した月給を、

安定した報酬が得られるような要件というのは、むしろ外国人を受け入れるに当たって、

新たに取り組んでいただいていることだと認識しております。 

【石井委員】  分かりました。ありがとうございます。 

【杉本委員】  よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかに御質問、御意見等ございませんでしょうか。ウェブサイト御参加の方

もございませんでしょうか。 

 それでは、私のほうから御質問させていただいてよろしいでしょうか。勉強会の時でも、

いろいろお答えいただきまして、ありがとうございました。そのときにも似たようなこと

をお伺いしたかもしれないんですが、直近の報道とかを聞きますと、技能実習生制度が近々

廃止になる見込みだということが報道されておりますが、建設業界を含めまして、技能実

習生制度が廃止になることによって人手不足が加速されるんじゃないかという懸念が一部

にあるように聞いておりますが、今回、５ページの説明資料を拝見いたしますと、技能実

習の１号、２号が特定活動と特定技能のほうに移行していくということをモデルとして考

えていただいているのかなというような感じがいたしますけれども、ここにおいて、現実
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の現場感覚として、人手不足について、促進するような施策といいますか、そういうこと

を何か追加的にお考えいただいているのかどうかということにつきまして、御意見をいた

だけませんでしょうか。 

【説明者】  技能実習制度の見直しについては、廃止をしておしまいではなく、新しい

制度もできるということだと認識しておりますので、その中身を注視しつつ、必要な受入

れというのはできるように、建設業界としても注視していかなければいけないと考えてお

ります。それに加えて、大前提にはなりますけれども、高齢者が多く、若年層が少ないと

いう業界構造を外国人だけで埋めていくということではもちろんございませんので、そこ

に関しては、事業とはまた別になりますけれども、若年日本人の入職支援ですとか、定着

支援ですとか、様々なスキルアップの支援ですとか、そういったことは現場の効率化、そ

ういったことを合わせて行っている中での外国人の確保ということが本事業でございます。 

【杉本委員】  ありがとうございます。また、一方で、これ移民政策全体の話かもしれ

ませんが、行動技能の持っている方の受入れ比率、これが我が国は非常に低いのではない

と、他国に比べて、という課題もあると聞いておりまして、長期目標のほうに、特定技能

の２号の人数の増加ということを掲げていただいておりまして、短期目標のほうは、もう

少し、技能レベルが低いといいますか、そういう方の受入れについて課題にしていただい

ていると。非常にバランスが取れていて、この方針で進めていただくのは非常にいいこと

だと思っております。 

 特定技能２号ということ、これ私も詳しく分からないんですが、建設業においては、ど

のようなタイプの仕事が特定技能２号として期待されているんでしょうか。 

【説明者】  特定技能２号と、先ほどおっしゃった高度人材とはちょっと位置づけが違

いまして、基本的に今、議論しております特定技能２号までというのは、現場で働く技能

者でございまして、その中で、特に高度な技能を有して、場合によっては職長ですとか、

そういった立場になって現場の下で働く技能者たちを束ねていくような役割を担う人材と

いうのが特定技能２号でございます。 

 高度人材というのは、どちらかというと、エンジニアですとか、現場に出るというより

は、もう少し経営全体に関わったりですとか設計ですとか、そういった業務のほうに上流

のほうで関わるような仕事もされるということだと認識しております。特定技能は現場の

職人ということです。 

【杉本委員】  ありがとうございました。どうぞ。 
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【加藤委員】  ちょっとだけすいません、補足。ごめんなさい、今、誤解があった。今

は日本人のほうの定着率も低いんですよね。辞めるわけですよね。だから、そこと比べて

くださいという制度自体の評価ですから、外国人も、これ失踪というのは日本人の失踪で

はありませんので、評価を指標とするのであれば、その差を取らないと、違うちゃんとし

た評価が分からないので、それで私は先ほど申し上げて、例えば日本人の１年後の定着率

はこれぐらいで、この制度も１年でこれぐらいだったというので比較していただくと、差

があれば、この効果になるのでという意味でした。そういう意味で。 

【説明者】  ありがとうございます。 

【杉本委員】  ほかに御意見ございませんでしょうか。 

 それでは、取りまとめコメントのほうが上がってまいりましたので、御報告申し上げま

す。 

 本事業に関する評価結果でございますが、「現状どおり」が１名、「事業内容の一部改善」

が３名、「事業全体の抜本的な改善」が２名ということになりました。 

 主なコメントを御紹介させていただきます。 

 建設分野における外国人の受入れは、移民全体の先行事例であり、一層促進していただ

きたい。労働者側の意見、感触等の集約には改善の余地がない。失踪率を下げるための施

策として訪問指導は有意義だが、計画審査の段階から検討する必要があるのではないか。

これはある種の社会問題ではないかと思う。言わば、外国人の方々の働き方改革は必要で、

厚生労働省の領域と関係してくるように思われ、国土交通省だけでは解決できない難しい

問題と感じた。違反行為をした企業に対する指導ができていても、罰則を与える権限がな

い制度に問題がないか。他省庁に通知をして、違反する企業を罰する制度に変えるべきで

ある。当事者視点に立ったモニタリング体制を含めた基礎的なＥＢＰＭが実現できるよう、

抜本的な改善を期待したい。今後、長期目標としての定着目標は、異なる分布をしている

日本人労働者と比較できる指標がよい。制度自体の改善のため、巡回ヒアリングの成果を

生かすべきといった御意見がございました。 

 これらの御意見を踏まえまして、公開プロセスの評価結果及び取りまとめコメントとい

たしましては、「事業内容の一部改善」ということではいかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。では、「事業内容の一部改善」ということにさせていただきたいと思います。 

 政策効果の発現経路をより明確に示す客観的な指標を、当事者視点に立って検討し、抜

本的に見直すべき。外国人の働き方改革の観点から、厚生労働省とも連携して取り組むべ
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き。外国人就労者の意見をより丁寧に把握すべき。巡回等による指導するだけではなく、

計画審査段階から在り方を検討するなど、違反そのものを防ぐ方策を検討すべきという御

意見がございました。 

 以上でございます。 

 本日は大変ありがとうございました。 


